






ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメント

と解放を促進する、実践に基づいた専門職であり学問である。

社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核

をなす。

ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、

ソーシャルワークは、生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々やさま

ざまな構造に働きかける。

この定義は、各国および世界の各地域で展開してもよい。

「この法律において「社会福祉士」とは、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び

技術を持もつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日

常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービ

スを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との

連絡及び調整その他の援助を業とする者をいう」

国際ソーシャルワーカー連盟（IFSW）による「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」を要約すると、「ソーシャル
ワークは社会正義、人権、多様性尊重などを中核にしており、社会の変革や開発、社会的なつながりを促進する、実
践に基づいた専門職であり、学問である。」とされています。（下の「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」を参照）

｢ソーシャルワーク専門職のグローバル定義｣（IFSW）



資料出所：公益財団法人社会福祉振興・試験センター

社会福祉士登録者数（平成29年1月末日現在）201,606名
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